
V

J
・・
7
7
4

ー'

金
滞
古
蹟
志
巻
情
ニ

い
に
侠
ド
乙
。

い
な
り
の
か
ん
ぬ
し
兄
か
し
う
よ
り
と
し
候
て
、
と
L
も
と
み
や
人

の
ぎ
、
さ
く
ば
い
い
た
し
申
ぺ
き
と
申
よ
し
に
候
間
.
と
L
も
と
の

み
や
/
¥
の
ぎ
は
‘
い
た
り
か
ん
ぬ
し
ぷ
ん
ど
さ
く
ば
い
い
た
し
申

や
う
に
御
申
つ
け
候
へ
と
ぎ
よ
い
に
候
。
あ
に
は
か
し
う
に
ゐ
申

問
、
か
し
う
の
み
や
/
¥
さ
く
ば
い
い
た
し
候
へ
、
と
L
も
と
の
み

や
/
¥
さ
く
ば
い
は
む
や
う
に
て
‘
い
た
り
か
ん
ぬ
し
に
い
た
し
候

へ
と
御
申
つ
け
候
ぺ
〈
候
。

三
月
十
五
日
判

せ

ふ

ん

〈

す

L 

き

殿段

参

五

兵

街

右
奉
書
文
に
て
、
兄
肪
正
は
加
州
の
諸
紳
主
を
裁
許
命
ぜ
ら
れ
、
弟

正
盛
は
越
中
の
諸
紳
主
を
裁
許
命
ぜ
ら
れ
し
事
知
ら
れ
け
り
。
一
照
正

は
厚
見
氏
と
し
、
正
盛
は
関
民
と
す
れ
ど
‘
兄
弟
雨
家
同
姓
た
り
。

高
島
氏
の
菅
君
雑
録
に
、
卯
辰
八
幡
紳
職
は
以
前
は
姓
を
奥
力
と
践

す
。
金
滞
へ
来
て
厚
見
氏
に
改
む
と
あ
り
。
叉
高
間
関
氏
は
‘
慶
長

十
五
年
の
頃
関
民
に
改
め
、
初
は
興
力
丸
と
稽
す
と
い
へ
り
。
按
・
ヂ

る
に
‘
高
岡
の
稲
荷
紳
祉
は
、
貞
享
二
年
の
由
来
書
に
、
瑞
龍
公
高
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宕
町
の
地
縫
は
、
元
卯
辰
村
の
地
内
.
た
り
し
ゅ
ゑ
に
‘
凡
千
四
百
六

十
飴
戸
の
産
土
一
柳
と
す
。
本
枇
卯
辰
山
に
あ
る
を
以
て
、
慶
長
年
中

御
放
所
と
て
、
卯
民
八
幡
の
紳
主
屋
敷
地
に
一
祉
を
建
築
し
、
毎
年

祭
磁
の
筋
一
脚
鍵
を
此
の
御
技
所
へ
迦
へ
け
る
例
な
り
し
故
に
、
遂
に

別
枇
の
如
く
成
り
た
り
と
云
為
。
故
に
今
に
至
り
毎
年
春
の
例
祭

に
、
一
脚
職
供
奉
し
て
紳
奥
を
卯
辰
山
の
本
枇
へ
牧
め
、
秋
の
例
祭
に

ま
た
此
の
八
幡
町
の
枇
へ
紳
幸
あ
り
。
目
見
を
御
放
と
稽
し
来
れ
り
。

然
る
に
明
治
六
年
十
二
月
卯
辰
八
幡
を
金
谷
の
地
へ
移
縛
諮
替
あ
り

て
、
尾
山
一
柳
枇
と
改
稿
し
、
卯
辰
の
密
枇
地
は
官
有
地
と
成
る
。
ま

た
元
八
幡
の
紳
職
厚
見
氏
は
、
卯
辰
山
俗
務
昆
沙
門
の
一
柳
職
に
補
任

せ
ら
れ
し
ゅ
ゑ
、
彼
の
氏
子
と
協
議
の
上
、
八
幡
の
郡
四
位
地
を
ぽ
更
に

卯
炭
の
枇
地
と
成
し
、
一
一
枇
建
立
の
事
を
共
以
来
歎
願
す
と
い
へ

E

も
、
共
の
賢
卯
辰
山
の
旗
所
た
る
に
依
り
て
許
可
無
v
之
庭
、
同
十
一

年
八
月
指
令
あ
り
て
、
本
枇
卯
炭
山
の
枇
の
附
属
地
と
左
し
、
放
所

建
位
俄
不
v
普
皆
也
。
依
v
之
氏
子
一
統
同
心
協
力
し
て
、
卯
辰
八
幡
の

欝
枇
を
破
却
し
‘
跡
地
に
更
に
本
殿
・
奔
殿
を
浩
管
し
、
同
年
十
月
廿

二
日
紳
渡
の
式
を
執
行
し
、
一
冗
放
所
の
紳
主
屋
敷
地
は
、
官
よ
り
錦

下
げ
に
相
成
り
、
同
十
五
年
に
芝
居
小
屋
を
建
て
た
り
。
さ
て
共
よ
り

金
滞
古
股
志
巻
骨
ニ

、，、
O 

岡
御
在
披
之
刻
、
於
昌
御
城
中
-
希
有
之
憐
有
v
之
に
付
、
別
而
御
崇
敬
被
v

成
、
骨
崎
=
御
子
孫
敏
靖
国
一
京
都
稲
荷
山
よ
り
慶
長
十
五
年
始
て
此
の
地

へ
御
勧
請
、
枇
御
建
立
被
=
仰
.
付
一
と
記
蛾
し
、
慶
長
十
五
年
四
月
利

長
卿
の
御
願
文
に
も
、
頃
年
以
来
頻
早
務
而
不
v
熱
白
百
嬰
悩
-
-
飢
土

民
-
而
非
=
常
者
↓
告
白
神
主
正
盛
-
除
a
邪
難
↓
可
v
新
=
圏
中
静
畿
↓
定
=
格
純
日

奉
=
篇
稲
荷
-
御
一

E
鉢
寄
附
.
而
臆
=
肥
前
守
利
長
一
越
而
仰

e

永
天
錫
a
武

運
子
孫
-
再
拝
々
々
。
と
載
せ
さ
せ
給
へ
り
。
宥
高
岡
稲
荷
紳
枇
の
事

に
撮
り
て
推
考
す
る
に
、
慶
長
四
年
三
月
守
山
物
部
八
幡
と
、
阿
尾

披
内
友
る
榊
業
紳
明
の
雨
紳
鍾
を
、
金
津
卯
辰
山
の
麓
に
更
に
位
殿

を
鎗
立
命
ぜ
ら
れ
動
蹄
し
給
ふ
も
.
前
田
家
繁
昌
の
御
祈
願
に
て
、

物
部
八
幡
の
一
脚
職
盟
巨
金
遣
が
長
男
・
衣
男
を
雨
祉
の
一
脚
般
に
命
ぜ

ら
れ
し
も
、
利
長
卿
思
食
あ
り
て
の
事
也
と
い
へ
り
。

O
矢
，
根
橋

金
津
橋
梁
記
に
、
矢
根
橋
卯
辰
八
番
前
也
。
と
あ
り
。
此
の
橋
を
い

へ
り
。

。
宇
多
額
締
結

俗
に
卯
辰
の
昆
沙
門
と
呼
ぺ
り
。
営
枇
の
本
社
は
卯
炭
山
一
本
松
の

下
に
往
古
以
来
銀
座
あ
り
て
、
卯
辰
村
の
産
土
紳
也
。
今
八
幡
町
・
愛

i 
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彼
の
祉
は
卯
辰
山
の
本
駐
を
ぽ
臭
の
枇
と
稀
し
.
此
の
八
幡
町
な
る

粧
を
ぽ
前
の
枇
と
呼
ぶ
事
と
成
り
て
、
一
位
雨
枇
の
鈴
た
り
し
が
、

明
治
廿
三
年
一
月
十
七
日
の
夜
、
放
火
に
て
八
幡
町
の
一
位
殿
悉
く
焼

亡
し
・
同
廿
五
年
氏
子
一
一
統
更
に
欝
渡
し
て
枇
殿
本
の
如
く
遊
立

す
。
布
再
建
治
替
は
、
同
年
七
月
一
日
手
斧
初
規
式
、
同
月
廿
五
日

地
銀
袋
、
十
月
下
旬
本
殿
及
び
拝
殿
等
悉
皆
落
成
に
付
、
十
月
廿
二

日
遜
古
式
を
執
行
し
、
五
日
間
臨
時
祭
典
を
執
行
せ
り
。

。
卯
辰
山
本
社

此
の
枇
は
卯
辰
村
の
産
土
紳
に
て
、
宇
多
須
紳
枇
の
本
位
た
り
。
共

の
駐
殿
は
卯
辰
山
一
本
松
の
下
に
あ
り
。
世
人
昆
沙
門
と
呼
べ
り
。

元
昆
沙
門
の
像
を
本
地
俳
と
注
し
、
枇
殿
に
安
置
せ
し
故
也
と
い
へ

り
。
此
の
本
一
位
は
、
往
古
よ
り
宇
多
須
山
の
鎮
守
陀
て
、
奮
一
位
た
り
と

い
へ

E
も
、
胤
世
の
頃
兵
火
た
ど
に
健
り
た
り
け
ん
、
枇
殿
譜
替
等

の
古
き
棟
札
等
も
停
来
せ
歩
。
元
縁
起
・
来
鹿
を
記
載
せ
し
奮
記
・
書

札
の
類
も
悉
く
紛
失
し

τ、
枇
殿
の
創
立
濫
筋
等
も
詳
か
た
ら
宇
。

一
本
松
の
下
越
な
る
八
幡
町
・
愛
宕
町
及
び
森
下
町
・
金
屋
町
等
の
町

地
.
皆
氏
子
地
怠
る
に
よ
り
‘
一
肱
殿
卯
炭
山
の
嶺
上
に
て
は
、
町
地

と
隔
絶
し
て
参
拝
に
不
便
た
り
と
て
、
慶
長
年
中
に
放
所
と
て
、
遺

.ι. 
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